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払戻及び解約送金日

●物資事業指定店契約内容変更のお知らせ

定例積立

臨時積立

払戻し

毎月 1,000 円単位の金額を給与天引きにより積立てます。➡
➡

➡ 月２回、当該月の 15 日及び当該月の金融機関の末営業日の前営業日に 1,000
円単位により払戻しをすることができます。

賞与天引きによる積立ができます。

貯金事業からのお知らせ

物資事業のご案内

【加入方法】「貯金加入申込書及び印鑑届」を共済事務担当課にご提出ください。組合員（任意継続組合員を除く）であれば、いつでも
加入することができます。書類は毎月15日共済組合必着ですが、各所属所により締切日が異なりますので、ご確認ください。

◦解約は第２回目に送金します。
◦「払戻及び解約請求書」の締切日は、各所属所により異なりますので、共済事務担当課にお

問い合わせください。
◦「払戻及び解約請求書」の印鑑が届出印と相違した場合、希望日に払戻しができないことが

ありますので、届出印のご確認はお早めに共済事務担当課へお申し出ください。

【共済貯金について】

夏のボーナスは、共済貯金の臨時積立をしませんか？
６月までの新規加入で、夏のボーナスを積立てることができます。

区分 １回目 ２回目

５月 15 日（月） 30 日（火）

６月 15 日（木） 29 日（木）

７月 14 日（金） 28 日（金）

年利 1.5％

○利用資格
　組合員資格を取得したその日から利用ができますので、新
規採用組合員の方もぜひご利用ください。
○立替について
　指定店に物資購入票を提示することで、商品購入代金を当
組合が立替えます。一般物資と自動車物資が利用できます。
◆一般物資について
◦取扱商品：寝具、時計、宝飾品等
◦立替限度額及び年利：50 万円・無利子
◆自動車物資について
◦指定店数：栃木県を中心に、80 社以上で利用可能
◦立替限度額及び年利：200 万円・1.7％
◆利用方法について
①各所属所の共済事務担当課から物資購入票の交付を受けてくだ

さい。
②氏名等の必要事項を記入・押印後、所属所長の証明を受け

てください。
③指定店に物資購入票を提示してから商品を購入してくだ

さい。その際に立替金額や償還月数等の必要事項をご記入
ください。

◆償還について
◦毎月５日までに指定店から請求のあった立替金について、

その翌月から償還が始まります。
　物資購入代金個別償還明細表を送付しますので、償還状況

をご確認ください。
◦毎月の給与及び賞与（希望された場合）からの天引きによ

り償還していただきます。
◦育児休業・介護休業期間中の償還猶予や、特別償還（全部・

一部繰上償還）も可能ですので、ご希望される場合は共済
事務担当課へご連絡ください。

○割引について
　商品購入時に組合員証を指定店に提示することで、割引が
適用された価格で購入できます。
◦取扱商品：婚礼全般、葬儀全般、住宅・マンション販売、

賃貸物件、ゴルフ場利用、レンタカー、旅行等　

※一部賞与天引きを実施していない所属所がありますので、ご確認ください。

毎月銀行振込みによる臨時積立も可能です。
「振込依頼書」を利用し、県内足利銀行でお振込の場合、手数料が無料となります。

　平成 29 年４月１日付けで次の業者の契約内容が変更となりますのでお知らせいたします。

No. 指定店 変更点等

5042 ニッポンレンタカーサービス株式会社 「ワンデイクーポン」が販売終了となります。
なお、インターネット限定取扱商品である「ワンデイスキップ」については、引続き利用できます。

●物資供給事業とは
　物資供給事業は、共済組合が指定契約した業者（指定店）から組合員の皆様が自動車や一般物資（寝具、宝飾品等）を購入する際、
購入代金の立替や割引を行う事業です。指定店の一覧や償還金額等の詳細については、『平成 29 年度版共済のしおり』及び当
組合のホームページに掲載しておりますのでご覧ください。

028 － 615 － 7805
上記記事に関する
お問い合わせは

総務課福祉係


